
〇改正目的：頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地
を抑制

〇改正内容：11号、12号条例による開発等を原則禁止とする区域を追加
【追加された区域】
 土砂災害警戒区域（イエローゾーン）
 浸水ハザードエリア（水防法の浸水想定区域のうち、災害時に建築物が損壊し、又は人命身体に
著しい危害が生ずる恐れがあるエリア）

（※）都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和2年法律第43号）（開発許可の改正部分は令和4年4月1日施行）

理由①：都市計画法の改正（開発許可の改正部分のうち、法34条11号、12号関係）

理由②：佐世保市都市計画マスタープランの推進（令和3年3月改定）

〇厳格化される補助金
・都市構造再編集中支援事業費補助

〇補助金の概要
・立地適正化計画に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内
の都市機能や居住環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、
防災力強化の取組等に対し、集中的な支援を行う。

〇厳格化される要件（補助交付要綱第2編第2条の2 2ほか）
・市街化調整区域におけるにじみ出し的な開発を抑止するため、都市
計画法第34条第11号に基づく条例の区域を図面、住所等で客観的
に明示していない等不適切な運用が行われている市町村は交付対象
から除外。（※令和4年度以降の補助事業から適用）

理由③：国の補助金の交付要件の厳格化

〇現在の市条例の問題点
・法律で、市街化区域の近接・隣接に限定されている11号条例区域
（連たん区域）を、市街化調整区域の全域に設定
・にじみ出し開発を容認 など

※市内部資料
のみ掲載

〇市では、平成16年9月に『都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例』（都市計画法第34条
第11号 、12号に基づく委任条例）を制定。市街化調整区域の50戸連たん区域等における開発許可の制限を
緩和し、定住化を促進。

〇令和2年6月に都市計画法が改正(※)され、また、令和3年3月に改定した佐世保市都市計画マスタープランを推進
するため、条例改正を行うもの。

「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」の改正理由



・市街化調整区域の全域のうち、建築物がおおむね50戸以上
連たんしている区域

（※ただし、農用地区域、自然公園特別区域、災害危険区
域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域等は除く）11

号

・専用住宅（戸数制限なし）
・兼用住宅（戸数制限なし）
・共同住宅（原則、棟数制限なし）

開発
できる
区域

開発行為を伴う場合は、
開発区域の面積が
3,000㎡未満のもの
（住宅10戸程度）

現行 改正後

開発
できる
用途

・11号以外の区域

（※ただし、農用地区域、自然公園特別区域、災害危険区
域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域等は除く）

・市街化調整区域のうち、佐世保市都市計画マスター
プランに位置づけられた郊外生活核（宮、針尾、三川内
等において集落を形成している区域）や既存集落の区
域(※3)

（※ただし、農用地区域、自然公園特別区域、災害危
険区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、
土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、浸水ハ
ザードエリア(※1)等は除く）

12
号

・専用住宅（１戸のみ、自己居住用に限る）

開発
できる
区域

開発
できる
用途

(※1)水防法の浸水想定区域のうち、災害時に建築物が損壊し、又は人命身体に著しい危害が生ずる恐れがあるエリア
(※2)経過措置の規定により、施行日の前日（令和4年3月31日）までに許可申請を行えば、改正前の条例で許可を受けることが可能。
(※3)現行の11号条例で開発行為等を制限している広田地区（広田、重尾、崎岡など）の既存集落については、区域指定は行わない。

12
号

開発
できる
区域

開発
できる
用途

・専用住宅（戸数制限なし）
・兼用住宅（戸数制限なし）
・共同住宅（原則、棟数制限なし）

開発行為を伴う場合は、
開発区域の面積が
3,000㎡未満のもの
（住宅10戸程度）

〇佐世保市都市計画マスタープラン（令和3年3月改定）を推進するため、
 市街化調整区域の市街化を促進している主な要因である11号条例を見直すとともに、市街化調整区域における郊外

生活核や既存集落のコミュニティを維持するため、12号条例に一本化する。

〇12号条例で開発できる用途は、現行の11号条例と同一とする。

〇都市計画法の改正内容に基づき、12号条例で開発等を認める区域から、「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）、
土砂災害警戒区域（イエローゾーン）、浸水ハザードエリア(※1)」を原則除外する。

〇改正条例は、令和4年4月1日から施行(※2)する。（改正都市計画法の施行日と同日）

「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」の改正概要


